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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルのそれぞれに設けられた基地局との間で無線通信を行う携帯移動端末であっ
て、
　当該携帯移動端末の設定モードを実行する設定モード実行エリア情報を記憶する記憶部
と、
　前記設定モード実行エリア情報に基づいて当該携帯移動端末の設定モードを実行する制
御部とを備え、
　前記制御部は、
　実行エリア登録モード設定期間中に当該携帯移動端末が通過した領域を前記設定モード
実行エリア情報として前記記憶部に記憶させ、
　前記実行エリア登録モード設定期間外において、前記記憶部に記憶された前記設定モー
ド実行エリア情報に基づいて、当該携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいるかどう
かを判定し、
　前記携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいると判定した場合に、前記設定モード
を実行し、
　前記設定モード実行エリアは、当該携帯移動端末が在圏する在圏セルの一部の領域ごと
に、前記在圏セルと、前記在圏セルの周辺に位置する周辺セルの基地局から送信される電
波の受信状態に基づいて設定される携帯移動端末。
【請求項２】
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　前記記憶部は、前記在圏セルと、前記周辺セルの基地局から送信される電波の受信強度
に基づいて決定された前記周辺セルとを記憶する請求項１に記載の携帯移動端末。
【請求項３】
　前記制御部は、当該携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいると判定された場合に
マナーモードを実行し、
　当該携帯移動端末が設定モード実行エリア外にいると判定された場合にマナーモードを
解除する請求項１又は２に記載の携帯移動端末。
【請求項４】
　複数のセルのそれぞれに設けられた基地局との間で無線通信を行う携帯移動端末の制御
方法であって、
　実行エリア登録モードに設定し、
　実行エリア登録モード設定期間中に当該携帯移動端末が通過した領域を前記設定モード
実行エリア情報として記憶し、
　前記実行エリア登録モード設定期間外において、前記記憶部に記憶された前記設定モー
ド実行エリア情報に基づいて、当該携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいるかどう
かを判定し、
　前記携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいると判定した場合に、前記設定モード
を実行し、
　前記設定モード実行エリアを当該携帯移動端末が在圏する在圏セルの一部の領域ごとに
、前記在圏セルと、前記在圏セルの周辺に位置する周辺セルの基地局から送信される電波
の受信状態に基づいて設定する携帯移動端末の制御方法。
【請求項５】
　前記在圏セルと、前記周辺セルの基地局から送信される電波の受信強度に基づいて前記
周辺セルとを記憶する請求項５に記載の携帯移動端末の制御方法。
【請求項６】
　当該携帯移動端末が設定モード実行エリア内にいると判定した場合にマナーモードを実
行し、
　当該携帯移動端末が設定モード実行エリア外にいると判定した場合にマナーモードを解
除する請求項４又は５に記載の携帯移動端末の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯移動端末及びその制御方法に関し、特に詳しくは基地局から送信される
電波に基づくセル識別を利用した携帯移動端末及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のコンピュータ技術の進歩に伴い携帯移動端末が普及している。その携帯移動端末
の中でも、基地局との間で無線通信を行う、携帯電話機やＰＨＳ（Personal Handy phone
 System）（以下、ＰＨＳも含めて携帯電話機とする）の普及率は、爆発的に上昇してい
る。
【０００３】
　近年、携帯電話機の急速な普及に伴って、通信エリアが拡大し、どのような場所におい
ても携帯電話機での通信が可能となってきている。一方、ユーザが携帯電話機を使用する
マナーについて問題視されている。例えば、電車やバスなどの人が密集する公共移動手段
において、着信音やキー操作音などにより周囲の人に不快感を与え、迷惑かけるケースが
発生している。このような公共移動手段においては、社会マナーとして、携帯電話機の着
信音を鳴らさないマナーモードに設定する必要がある。
【０００４】
　しかし、従来の携帯電話機のマナーモードの設定／解除は、ユーザが能動的に設定／解
除の切り替え操作を行わなければならなかった。このため、公共移動手段に乗車する場合
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、ユーザ自身が乗車及び下車時にあらかじめマナーモードの設定／解除の切り替え操作を
行う必要があった。しかしながら、実際は、操作のわずらわしさから、ユーザが携帯電話
の設定の切り替えを行わないケースが多く見かけられる。
【０００５】
　そこで、従来から、マナーモード設定を自動で行う携帯電話機が提案されている（例え
ば、特許文献１及び２参照）。特許文献１及び２には、ユーザの操作によりマナーモード
設定用と解除用の基地局ＩＤをそれぞれ携帯電話機に記憶させ、基地局から報知された基
地局ＩＤが一致した場合に自動的にマナーモードの設定／解除の切り替えを行う携帯電話
機が開示されている。
【特許文献１】特開２０００－１８８７８１号公報
【特許文献２】特開２０００－５０３５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の携帯電話機では、マナーモード設定用及び解除用の基地局ＩＤを
あらかじめユーザの操作により登録しておかなければならない。また、公共移動手段を利
用しており、乗車中の全てのエリアにおいてマナーモードに設定したい場合には、ユーザ
が乗車中に通過する全ての基地局ＩＤの登録操作を個別に行う必要がある。また、途中下
車した場合には、途中下車した場所の基地局ＩＤをマナーモード解除用基地局ＩＤとして
登録しなければならず、操作がわずらわしいという問題を有している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明にかかる携帯移動端末の一態様は、複数のセルのそれぞれに設けられた基地局と
の間で無線通信を行う携帯移動端末であって、当該携帯移動端末の設定モードを実行する
設定モード実行エリア情報を記憶する記憶部と、前記設定モード実行エリア情報に基づい
て当該携帯移動端末の設定モードを実行する制御部とを備え、前記制御部は、実行エリア
登録モード設定期間中に当該携帯移動端末が通過した領域を前記設定モード実行エリア情
報として前記記憶部に記憶させ、前記実行エリア登録モード設定期間外において、前記記
憶部に記憶された前記設定モード実行エリア情報に基づいて、当該携帯移動端末が設定モ
ード実行エリア内にいるかどうかを判定し、前記携帯移動端末が設定モード実行エリア内
にいると判定した場合に、前記設定モードを実行するものである。このような構成を有す
ることによって、実行エリア登録モード設定期間中に通過した全ての領域を設定モード実
行エリアとして一度の操作により記憶させることができる。このため、設定モードの実行
を行いたい設定モード実行エリアにおいては、ユーザによる操作によることなく、自動的
に設定モードの実行を行うことができる。
【０００８】
　本発明の携帯移動端末の制御方法の一態様は、複数のセルのそれぞれに設けられた基地
局との間で無線通信を行う携帯移動端末の制御方法であって、実行エリア登録モードに設
定し、実行エリア登録モード設定期間中に当該携帯移動端末が通過した領域を前記設定モ
ード実行エリア情報として記憶し、前記実行エリア登録モード設定期間外において、前記
記憶部に記憶された前記設定モード実行エリア情報に基づいて、当該携帯移動端末が設定
モード実行エリア内にいるかどうかを判定し、前記携帯移動端末が設定モード実行エリア
内にいると判定した場合に、前記設定モードを実行する。これにより、実行エリア登録モ
ード設定期間中に通過した全ての領域を設定モード実行エリアとして一度の操作により記
憶させることができる。このため、設定モードの実行を行いたい設定モード実行エリアに
おいては、ユーザによる操作によることなく、自動的に設定モードの実行を行うことがで
きる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、簡便な操作で設定モード実行エリアを記憶させ、自動的に設定モード
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の実行を行うことができる携帯移動端末及びその制御方法を提供することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　実施の形態１．
　本発明の実施の形態１にかかる携帯移動端末について、図１を参照して説明する。図１
は、本実施の形態にかかる携帯移動端末の一例である携帯電話機の構成を示すブロック図
である。図１に示すように、携帯電話機１００は、アンテナ１０１、無線通信部１０２、
制御部１０３、記憶部１０４、表示部１０５、音声入出力部１０６、操作部１０７、報音
部１０８、バイブレータ１０９を備えている。
【００１１】
　本発明にかかる携帯電話機１００は、複数のセルのそれぞれに設けられた基地局との間
で無線通信を行うことによりセルを識別し、ユーザ操作の必要なく、自動的にマナーモー
ドの設定／解除の設定モードの実行を行うものである。ここで、マナーモードとは、着信
音やキー操作音などの報知音の音量を抑制したり、報知音を出さないようにする、あるい
はバイブレータ１０９により着信を知らせたりするモードである。
【００１２】
　アンテナ１０１で受信された受信波は、無線通信部１０２により復調などの処理がなさ
れる。これにより得られた音声データは、音声入出力部１０６からユーザに伝送される。
また、音声入出力部１０６に入力された音声は、無線通信部１０２により変調処理などの
所定の信号処理がなされる。そして、これにより得られた送信波は、アンテナ１０１から
送信される。
【００１３】
　制御部１０３は、携帯電話機１００内の各部を制御する制御回路や、音声を再生する音
声再生回路などを有している。また、制御部１０３は、自動的にマナーモードに設定する
設定モード実行エリアの登録処理及び自動的にマナーモードに設定する自動マナーモード
実行処理を行う。
【００１４】
　また、制御部１０３は、実行エリア登録モード設定中に通過した領域を、ユーザの繰り
返しの操作を必要とすることなく全て記憶部１０４に記憶させる。本実施の形態において
は、実行エリア登録モード設定中に通過した在圏セルを自動的にマナーモードに設定する
設定モード実行エリアとする。すなわち、設定モード実行エリアは、当該携帯電話機１０
０が在圏する在圏セルごとに設定される。従って、記憶部１０４は、実行エリア登録モー
ド設定中に通過したセルの識別情報を設定モード実行エリア情報として記憶する。
【００１５】
　さらに、制御部１０３は、実行エリア登録モード設定期間外において、記憶部１０４に
記憶された設定モード実行エリア情報に基づいて、当該携帯電話機１００が設定モード実
行エリア内にいるかどうかの判定を行う。具体的には、携帯電話機１００が現在位置して
いる在圏セルの識別情報と記憶部１０４に記憶されている設定モード実行エリア情報が一
致するかどうかの判定を行う。この判定結果に基づいて、制御部１０３は自動的にマナー
モード設定／解除の設定モードの実行を行う。
【００１６】
　表示部１０５は、例えば一般的なＬＣＤ（Liquid Crystal Display）からなり、制御部
１０３の制御により、マナーモード設定画面などが表示される。操作部１０７は複数のキ
ーから構成されており、制御部１０３は操作部１０７の操作に応じて各部を制御する。ま
た、操作部１０７の操作により、自動的にマナーモード設定を行いたい領域を記憶する実
行エリア登録モード、自動的にマナーモードに設定する自動設定モードに設定することが
できる。
【００１７】
　報音部１０８は、制御部１０３からの制御信号に応じて、着信音、キー操作音など各種
の報知音を発生する。バイブレータ１０９は、制御部１０３からの制御信号に応じて、着
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信を通知するための振動を発生する。
【００１８】
　ここで、図２及び図３を参照して、本実施の形態にかかる携帯電話機１００の制御方法
について説明する。図２は、自動的にマナーモードに設定したい領域を登録する設定モー
ド実行エリア登録処理を示すフロー図である。また、図３は、自動的にマナーモードの設
定／解除を行う自動マナーモード実行処理を示すフロー図である。
【００１９】
　まず、図２を参照して、設定モード実行エリア登録処理について説明する。図４に示す
ように携帯電話機１００が矢印で示すように移動した場合の、設定モード実行エリア登録
処理について説明する。ここでは、図４中矢印の破線部で示す経路上のセルＨ、Ｎ、Ｏ、
Ｐ、Ｖ、Ｗが、自動的にマナーモードに設定したい設定モード実行エリアとする。
【００２０】
　図２に示すように、まず、ユーザは自動的にマナーモードに設定したいセル内において
、携帯電話機１００を実行エリア登録モードに切り換える（ステップＳ１）。例えば、ユ
ーザはＨのセル内で操作部１０７を操作し、携帯電話機１００を実行エリア登録モードに
切り替える。以降、ユーザが実行エリア登録モードの終了操作を行うまで、携帯電話機１
００は実行エリア登録モードとなっている。
【００２１】
　そして、制御部１０３は、操作部１０７からの制御信号に応じて、実行エリア登録処理
を継続するかどうかを判断する（ステップＳ１２）。ユーザが携帯電話機１００を実行エ
リア登録モードに設定している場合は、実行エリア登録処理を継続すると判断し、現在位
置しているセルＨの登録処理を行う。具体的には、まず、基地局から送信される電波を受
信し、現在位置している在圏セルの識別を行う。そして、セルＨの識別情報が記憶部１０
４に登録されているかどうかを判定する（ステップＳ１３）。セルＨが未登録の場合は、
このセルＨの識別情報を記憶部１０４に格納する（ステップＳ１４）。一方、このセルＨ
がすでに登録されている場合には、ステップＳ１３に戻り、実行エリア登録処理を継続す
るかどうかを判断する。
【００２２】
　その後、図４に示すように、実行エリア登録モード状態のまま、矢印に沿ってセルＮへ
移動する。このとき、携帯電話機１００は実行エリア登録モードのままである。このため
、制御部１０３は実行エリア登録処理を継続すると判断する（ステップＳ１２）。この状
態で、セルＮの基地局から送信される電波を受信すると、上述したように、在圏している
セルＮの識別を行い、セルＮの識別情報が記憶部１０４に登録されているかどうかを判定
する（ステップＳ１３）。このセルＮがまだ未登録の場合は、セルＮの識別情報を記憶部
１０４に格納する（ステップＳ１４）。一方、このセルＮがすでに登録されている場合に
は、ステップＳ１３に戻り、実行エリア登録処理を継続するかどうかを判断する。これを
、セルＯ、Ｐ、Ｖ、Ｗについても繰り返し行うことにより、図５で示すように自動的にマ
ナーモードに設定したい在圏セルの識別情報が設定モード実行エリア情報として記憶部１
０４に記憶される。
【００２３】
　そして、セルＷにおいて、ユーザにより自動マナーモード設定エリアの登録処理を終了
する操作がなされる（ステップＳ１５）と、ステップＳ１２において実行エリア登録処理
を終了すると判断し、以降実行エリア登録処理を終了する。携帯電話機１００が実行エリ
ア登録モードに設定されていない場合には、基地局からの電波を受信しても設定モード実
行エリアの登録は行わない。
【００２４】
　このように、例えば、ユーザが公共移動手段を利用しており、乗車中の全てのエリアに
おいてマナーモードに設定したい場合には、ユーザは、最初に乗車したときに一度だけ実
行エリア登録モードとするだけで、その後通過するセルは自動的に設定モード実行エリア
として登録される。これにより、ユーザの操作のわずらわしさを軽減することができる。
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【００２５】
　次に、図３を参照して、自動マナーモード実行処理について説明する。図３に示すよう
に、まず、ユーザは携帯電話機１００を自動設定モードに切り換える（ステップＳ２１）
。具体的には、ユーザは操作部１０７を操作し、携帯電話機１００を自動設定モードに切
り替える。以降、ユーザが自動設定モードの終了操作を行うまで、携帯電話機１００は自
動設定モードとなっており、後述するように自動的にマナーモードの設定／解除を行う自
動マナーモード設定実行処理を行う。
【００２６】
　そして、制御部１０３は、自動設定モードが有効かどうかを判定する（ステップＳ２２
）。ユーザが携帯電話機１００を自動設定モードに設定している場合は、自動設定モード
が有効であると判定する（ステップＳ２２有効）。そして、現在位置している在圏セルが
自動的にマナーモードに設定する設定モード実行エリアとして登録されているかどうかの
判定を行う（ステップＳ２３）。具体的には、まず、基地局から送信される電波を受信し
、現在位置している在圏セルの識別を行う。上述したように、本実施の形態においては、
セルＨ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｖ、Ｗが自動的にマナーモードに設定する設定モード実行エリアと
して登録されている。この場合、携帯電話機１００が現在位置している在圏セルがセルＨ
、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｖ、Ｗのいずれかである場合には、当該携帯電話機１００が設定モード実
行エリア内にいると判定し、マナーモードに設定する。
【００２７】
　ステップＳ２３において、現在位置している在圏セル情報が設定モード実行エリア情報
と一致すると判定された場合（ステップＳ２２該当登録セルあり）、その後、携帯電話機
１００がすでにマナーモードに設定されているかどうかを判定する（ステップＳ２４）。
すでに、マナーモードに設定されている場合には、マナーモードの実行は行わない。一方
、在圏セルが自動マナーモード設定モード実行エリアと一致しているにもかかわらず、携
帯電話機１００がマナーモードに設定されていない場合には、ユーザの操作によらず、自
動的にマナーモードに設定する（ステップＳ２５）。
【００２８】
　一方、在圏セルが設定モード実行エリアとして登録されていない場合はマナーモードに
設定する必要がない。したがって、実行エリア登録モード設定期間中に通過したセルであ
るセルＨ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｖ、Ｗ以外のセルではマナーモードの設定を行う必要がない。
【００２９】
　したがって、ステップＳ２３において、現在位置している在圏セル情報が設定モード実
行エリア情報と一致しないと判定された場合（ステップＳ２２該当登録セルなし）、その
後携帯電話機１００がすでにマナーモードに設定されているかどうかを判定する（ステッ
プＳ２６）。そして、携帯電話機１００がマナーモードに設定されていない場合には、マ
ナーモードの設定は行わなくてよいため、マナーモードの実行処理は行わない。一方、マ
ナーモードに設定されていた場合には、マナーモードを解除する（ステップＳ２７）。す
なわち、設定モード実行エリア以外の場所においては、全てマナーモードを解除する。
【００３０】
　そして、マナーモードの設定あるいは解除を行った後、図３に示すステップＳ２２にも
どって、自動設定モードが有効かどうかを判定する。ユーザが携帯電話機１００の自動設
定モードを停止する処理を行った場合（ステップＳ２７）は、図３の破線で示すように自
動設定モードが無効であると判定し、マナーモード設定処理を終了する。
【００３１】
　したがって、例えば、携帯電話機１００を自動設定モードとし、マナーモードが設定さ
れていない状態で、図４に示すようにＡから矢印に沿ってＸまで移動する場合は、携帯電
話機１００がセルＡからＢまで移動する間は、マナーモードは解除状態のままである。そ
して、セルＨ内に移動すると、自動的にマナーモードの設定がなされる。その後、Ｎ、Ｏ
、Ｐ、Ｖ、Ｗを通過する間、マナーモード設定状態のままであり、そして、セルＸに移動
したときにマナーモードの解除がなされる。
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【００３２】
　従来は、マナーモードを解除したい場所の基地局ＩＤをマナーモード解除用基地局ＩＤ
として、マナーモード設定用ＩＤとは別に登録しなければならず、操作がわずらわしいと
いう問題を有していた。したがって、例えば、通勤・通学などの目的で特定ルートを運行
する電車などの公共移動手段に乗っていた場合には、本来通過する基地局のＩＤはマナー
モード設定用ＩＤとして記憶されていても、途中下車した場合にはマナーモードを解除す
るための基地局ＩＤをユーザの操作により登録しなければならなかった。本発明によれば
、マナーモード設定の対象エリア以外の場所ではすべてマナーモードの解除をするため、
ユーザの操作負担をさらに軽減することができる。
【００３３】
　実施の形態２．
　本発明の実施の形態２について、図６及び図７を参照して説明する。図６は、本実施の
形態にかかる携帯電話機１００の動作制御方法を説明するための図である。また、図７は
、携帯電話機１００の記憶部１０４に記憶される設定モード実行エリア情報を示す図であ
る。なお、携帯電話機１００の構成としては、実施の形態１において説明したものと同一
であるため、説明を省略する。
【００３４】
　本実施の形態において実施の形態１と異なる点は、設定モード実行エリアを、携帯電話
機１００が在圏する在圏セルの一部の領域ごとに設定する点である。本実施の形態におい
ては、設定モード実行エリアの位置特定精度を向上させるため、携帯電話機１００が在圏
する在圏セルの識別情報に加え、在圏セルの周辺に存在する周辺セルの識別情報も記憶部
１０４に記憶させる。
【００３５】
　周辺セルは、基地局から送信される電波の受信レベルに応じて記憶部１０４に記憶させ
る。例えば、受信レベルに一定の基準値を設けておき、受信レベルがその基準値以上であ
る場合に、そのセルを周辺セルとして記憶させることができる。したがって、本実施の形
態においては、設定モード実行エリアは、在圏セルと、在圏セルの周辺に位置する周辺セ
ルの基地局から送信される電波の受信強度、すなわち受信状態に基づいて設定されること
となる。なお、設定モード実行エリアは、ＢＥＲ（Bit Error Rate）やＳＮＲ（Signal t
o Noise Ratio）等の信号品質を示すパラメータにより設定しても良い。
【００３６】
　したがって、図６に示すように、セルＨ内において、セルＨの左右に隣接するセルＧ及
びＩから略同等の距離で、セルＨの下側のセルＮ寄りの黒丸の位置でマナーモードの設定
を行いたい場合、図７に示すように在圏セルとしてセルＨを、周辺セルとしてセルＧ、Ｉ
、Ｎを記憶させる。これにより、セルＨ内を全部マナーモードの設定モード実行エリアと
するのではなく、在圏セルと周辺セルを考慮して、セルＨ内の一部を設定モード実行エリ
アとすることができる。
【００３７】
　同様にして、図７に示すように、在圏セルと周辺セルを記憶させた場合、図６網掛けで
示すように、各セル内の一部の領域を設定モード実行エリアとすることができる。これに
より、マナーモード設定を行いたい設定モード実行エリアの位置特定精度を向上させるこ
とができる。
【００３８】
　以上説明したように、本発明によれば、複数のセルにわたって存在する設定モード実行
エリアを簡便な操作で記憶させることができ、自動的に設定モードの実行を行うことがで
きる携帯移動端末を提供することができる。
【００３９】
　なお、本実施の形態においては設定モード実行エリア内においてマナーモードの設定を
実行したが、これに限定されず設定モード実行エリア内でマナーモードの解除を行うよう
にすることも可能である。また、マナーモードの設定に限定されず、例えば、電源のオン
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施の形態１にかかる携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１にかかる携帯電話機の動作制御方法を説明するための図である。
【図３】実施の形態１にかかる携帯電話機の動作制御方法を説明するための図である。
【図４】実施の形態１にかかる自動的にマナーモードに設定する設定モード実行エリアを
説明するための図である。
【図５】実施の形態１にかかる設定モード実行エリア情報を説明するための図である。
【図６】実施の形態２にかかる自動的にマナーモードに設定する設定モード実行エリアを
説明するための図である。
【図７】実施の形態２にかかる設定モード実行エリア情報を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４１】
１００　携帯電話機
１０１　アンテナ
１０２　無線通信部
１０３　制御部
１０４　記憶部
１０５　表示部
１０６　音声入出力部
１０７　操作部
１０８　報音部
１０９　バイブレータ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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